
提

出

者

小

沢

和

秋

平
成
十
五
年
九
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

一

八

号

手
腕
振
動
に
よ
る
健
康
障
害
の
予
防
と
手
腕
振
動
の
許
容
基
準
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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手
腕
振
動
に
よ
る
健
康
障
害
の
予
防
と
手
腕
振
動
の
許
容
基
準
に
関
す
る
質
問
主
意
書

わ
が
国
に
お
い
て
、
林
業
労
働
者
に
端
を
発
し
た
手
腕
振
動
（
機
械
振
動
）
が
原
因
で
あ
る
健
康
障
害
が
知
ら
れ
て
久
し

い
。
し
か
し
、
平
成
十
五
年
四
月
に
告
示
さ
れ
た
「
第
十
次
労
働
災
害
防
止
計
画
」
に
お
い
て
も
「
（
中
略
）
振
動
障
害
に
つ

い
て
は
、
建
設
業
を
中
心
と
し
て
労
災
認
定
者
数
が
、
年
間
七
百
人
を
上
回
っ
て
い
る
」
と
、
い
ま
だ
多
発
し
て
い
る
現
状
に

あ
る
。

周
知
の
と
お
り
、
手
腕
振
動
（
機
械
振
動
）
の
研
究
・
調
査
・
対
策
は
国
際
共
同
の
枠
組
み
で
す
す
め
ら
れ
て
お
り
、
手
腕

振
動
（
機
械
振
動
）
に
関
す
る
規
制
、
許
容
基
準
も
日
本
産
業
衛
生
学
会
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
な
ど
か
ら
の
勧
告
、
国
際
基
準
と
し
て
示

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
手
腕
振
動
（
機
械
振
動
）
に
よ
る
健
康
障
害
の
予
防
と
い
う
国
際
的
な
動
向
の
中
、
第
十
次
労
働
災

害
防
止
計
画
に
お
い
て
、
「
騒
音
障
害
及
び
振
動
障
害
の
減
少
を
図
る
た
め
、
騒
音
障
害
防
止
対
策
及
び
振
動
障
害
防
止
対
策

の
実
効
性
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
見
直
し
を
検
討
し
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
（
中
略
）
さ
く
岩
機
、
ピ
ッ
ク
ハ
ン
マ
ー
等
建

設
作
業
用
の
機
器
に
よ
り
騒
音
障
害
、
振
動
障
害
が
多
発
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
機
器
を
使
用
す
る
事
業
者
が
機
器
の
購
入

に
際
し
低
騒
音
・
低
振
動
の
も
の
を
選
択
し
や
す
く
す
る
た
め
、
騒
音
・
振
動
発
生
機
器
に
つ
い
て
製
造
者
に
よ
る
騒
音
・
振

一



動
レ
ベ
ル
の
表
示
の
導
入
を
図
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
計
画
を
真
に
振
動
障
害
の
予
防
に
寄
与
さ
せ
る
た
め
、
政
府
の
緊
急

の
具
体
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。

（
一
）現

在
、
建
設
現
場
等
で
使
用
さ
れ
て
い
る
振
動
機
器
は
、
国
際
的
に
見
て
も
健
康
障
害
を
ひ
き
お
こ
す
振
動
レ
ベ
ル
の
機

器
で
あ
る
こ
と
が
、
多
く
の
研
究
者
・
医
師
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
現
状
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

さ
ら
に
、
現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
二
時
間
規
制
の
指
導
の
中
で
も
多
く
の
振
動
障
害
被
災
者
が
発
生
し
て
い
る
現
状
を
ど

う
認
識
さ
れ
て
い
る
か
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
二
）手

腕
振
動
（
機
械
振
動
）
の
測
定
方
法
・
評
価
方
法
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
工
業
規
格
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
一
五
一
一
・
手
持
ち

工
具
振
動
レ
ベ
ル
計
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｂ
四
九
〇
〇
・
手
持
ち
動
力
工
具
の
工
具
振
動
レ
ベ
ル
の
測
定
方
法
）
は
、
国
際
基
準
で
あ

る
Ｉ
Ｓ
Ｏ
五
三
四
九
と
は
、
算
出
す
る
物
理
量
（
単
位
）
、
周
波
数
補
正
特
性
な
ど
で
異
な
っ
て
い
る
。
現
在
国
際
的
に
整

合
性
の
あ
る
測
定
方
法
、
評
価
方
法
が
関
係
す
る
業
界
団
体
か
ら
も
求
め
ら
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
が
い
か
が
か
。

二



（
三
）Ｅ

Ｃ
に
お
い
て
は
、
機
械
指
令
（
八
九
・
三
九
二
・
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
に
よ
っ
て
、
一
九
九
五
年
一
月
か
ら
Ｃ
Ｅ
マ
ー
ク
が
義
務

づ
け
ら
れ
、
ハ
ン
ド
ル
の
振
動
加
速
度
が
二
・
五
以
上
の
製
品
に
は
振
動
加
速
度
値
を
表
示
す
る
事
と
な
っ
て
い
る
。
第
十

次
労
働
災
害
防
止
計
画
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
振
動
レ
ベ
ル
の
表
示
」
を
具
体
化
す
る
に
あ
た
り
、
Ｅ
Ｕ
で
の
基
準
が
検
討

の
素
材
と
し
て
の
一
定
の
基
準
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
考
え
方
を
示
さ
れ
た
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
表
示
は
、
機
器
本

体
に
限
ら
ず
、
カ
タ
ロ
グ
に
も
表
示
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

（
四
）手

腕
振
動
（
機
械
振
動
）
に
よ
る
健
康
障
害
の
予
防
を
論
ず
る
時
、
振
動
暴
露
と
健
康
障
害
の
関
係
を
科
学
的
に
明
ら
か

に
す
る
必
要
が
あ
る
。
日
本
産
業
衛
生
学
会
で
は
、
手
腕
振
動
の
暴
露
量
と
健
康
障
害
の
関
係
を
「
許
容
濃
度
等
の
勧
告
」

と
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
五
三
四
九
で
は
振
動
障
害
に
特
徴
的
な
レ
イ
ノ
ー
現
象
の
「
十
％
の
発
症

率
に
な
る
振
動
暴
露
時
間
」
を
示
す
な
ど
、
振
動
暴
露
と
健
康
障
害
と
の
関
係
は
国
内
的
、
国
際
的
に
も
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。

し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
で
も
手
腕
振
動
（
機
械
振
動
）
と
健
康
障
害
を
明
ら
か
に
し
た
「
許
容
基
準
」
を
設
け
る
必
要
が

三



あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
必
要
性
と
緊
急
性
に
つ
い
て
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
五
）Ｅ

Ｕ
で
は
二
十
年
以
上
の
議
論
を
経
て
、
二
〇
〇
二
年
六
月
二
十
二
日
「
物
理
的
要
因
（
振
動
）
か
ら
生
じ
る
危
険
に
対

す
る
労
働
者
の
暴
露
に
関
す
る
安
全
衛
生
の
最
低
必
要
条
件
」
（
二
〇
〇
二
・
四
四
・
Ｅ
Ｕ
）
を
制
定
し
た
。
指
令
は
、
一

日
・
八
時
間
・
週
四
十
時
間
の
労
働
を
基
準
に
、
一
日
の
振
動
暴
露
の
基
準
を
「
暴
露
限
界
値
」
と
「
暴
露
対
策
値
」
と
し

て
定
め
て
い
る
。
暴
露
限
界
値
は
、
労
働
者
が
暴
露
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
値
で
、
こ
の
値
を
超
え
て
い
る
場
合
は
、
原
因
を

明
ら
か
に
し
、
再
び
同
じ
事
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
防
護
・
予
防
の
措
置
を
直
ち
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い

る
。
手
腕
振
動
に
よ
る
健
康
障
害
が
知
ら
れ
て
久
し
い
わ
が
国
で
、
さ
ら
に
手
腕
振
動
と
健
康
障
害
の
調
査
・
研
究
の
先
進

国
で
あ
る
わ
が
国
が
こ
の
よ
う
な
基
準
や
法
規
制
を
持
た
な
い
事
は
、
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
腕
振
動
に
よ

る
健
康
障
害
を
予
防
す
る
た
め
抜
本
的
な
法
規
制
が
必
要
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

（
六
）わ

が
国
で
、
手
腕
振
動
（
機
械
振
動
）
に
よ
る
健
康
障
害
の
予
防
対
策
を
論
ず
る
時
、
新
機
器
の
導
入
、
現
場
で
の
予
防

対
策
な
ど
企
業
に
お
い
て
新
た
な
経
費
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
特
に
わ
が
国
の
よ
う
に
中
小
・
零

四



細
企
業
が
そ
の
割
合
の
多
く
を
占
め
る
現
状
の
中
で
は
、
経
費
の
問
題
で
新
施
策
へ
の
移
行
に
困
難
が
生
じ
る
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。
新
施
策
移
行
に
伴
っ
て
は
、
国
の
責
任
で
何
ら
か
の
援
護
（
援
助
）
制
度
を
創
設
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

る
が
い
か
が
か
。

右
質
問
す
る
。

五


